


鮭川村空き家バンク物件一覧

木造２階建　延床面積102.27 ㎡
オール電化、IHクッキングヒーター、　
1階エアコン、ウォシュレット、
2階トイレ完備、屋内ガレージ（普通車2台分）

40,000円 /月
中学生以下の同居者がいる場合、家賃補助あり。
1名 5,000円、2名 10,000円

設備

家賃

村に移住し、村の発展に寄与する意思のある方で、入居申込時に次のいずれかを満たす方。

１.  同居する小学生以下の子がいること　
２.  同居、又は同居しようとする配偶者があり、鮭川村での子育てを望む方。

さけまる定住促進住宅

入居
資格
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隣接する新庄市や真室川町（車で            分程度）にスーパー、
ドラッグストア、コンビニ、ホームセンターなどがあります！

10～20
村内には農産物や特産品が買える産直や、小さな商店があり、

Q. 買い物は不便じゃないの？

A.

Q. 村の中で遊ぶならどこ？

A.

鮭川村エコパーク、鮭の子館などなど。大人も子供も、自然の
中でのびのびと過ごせる場所がたくさんあります！
アウトドア好きの方にも最高の生活環境です。

鮭川や曲川、与蔵山、米太平山、米湿原、トトロの木、

他にも、キッチンカーや仕出しのお店もあり、
村の特産品を使った料理や、面白くて美味い料理も楽しめます。

中華料理店、ラーメン屋、そば屋、レストランがあります！

Q. 飲食店はあるの？

A.

Q. 最寄りに病院はあるの？

A.

大きな病院は新庄市や真室川町にあり、
車で10 ～ 20分程度で行くことができます。

村内には診療所が１ヶ所あります！

リフォーム  について

「住宅リフォーム総合支援事業補助金」をご用意しています。
※ 詳細については、別途お問い合わせ下さい。

空き家バンク

定住促進住宅・リフォーム について … お問い合わせ先  農村整備課 管理係 0233-55-2111 空き家バンク・移住定住 について …  むらづくり推進課 むらづくり係 0233-55-2111

空き家バンクとは、空き家の所有者と
移住希望者を結びつける制度です。
空き家バンクへの物件登録や、
空き家の内覧には登録手続きが必要です。



村には高等学校や大学がなく、高校に通うには隣接の新庄市や
真室川町等に通学する必要があります。その際は、村路線バス
（新庄市内なら高校生定期往復2,000円 / 1 ヶ月）、JR、自家用車など
を利用していただくことになります。
また、私立高校や専門学校、大学等へ修学する際に修学金制度があり、
必要な費用の貸与を受けることができます。

０歳から高校世代までの間、医療費全額助成します。

高校・大学

小学校等入学時 　30,000円 / 1 人 支給
中学校等入学時 　50,000円 / 1 人 支給

村内には小学校が1校、中学校が1校あります。
給食費は中学校まで無料、スクールバス通学、完全自校炊飯給食です。

小中学生までは給食無料

第一子　100,000円　第二子　200,000円
第三子　300,000円

未就学児

子育て相談、新生児訪問、ひよこサロン、
離乳食教室、乳幼児検診、年中児検診など、
安心して子育てに取り組むための事業が
たくさんあります。

出産祝い金

子育て相談

待機児童は0です。
村には鮭川保育所、こまどり保育所の2つがあります。
未満児保育や、延長保育にも取り組んでいます。
※ 第 2・4土曜日は閉所になります。

保育所

学校入学祝い金

小学生で放課後の児童健全育成の場として、学童保育を開設しています。

就学児

学童保育

経済的な理由により、小中学校に通学することに支障がある
児童・生徒に、学用品費、修学旅行費などを援助します。

就学援助

一般的な給食費の平均月額
・公立小学校　4,343円
・公立中学校　4,941円
・９年間合計　490,572円（鮭川村は無料！）

子育て支援医療助成

未就学児 について … お問い合わせ先  健康福祉課 福祉係 /健康推進係 0233-55-2111 就学後の子育てについて …  教育課 教育総務係 0233-55-3051



鮭川村地域おこし協力隊
公式インスタグラム

就農

17

・夏　バラ栽培農家 ２戸　リンドウ栽培農家 8戸
・冬　キノコ生産農家 35戸

就職

車で約　  分圏内で通勤可能な、近隣の市町村には
工業団地もあります。
自動車専用道路の整備が進んだことから、
山形市を擁する村山地方へ通勤する方もいます。

20

地域おこし協力隊制度

都市部から移住希望者の方を受け入れ、村の活性化や
農林水産業の支援などの活動を、3年間の任期で行う制度です。

【 活動テーマの一例 】

・関係人口創出　・観光振興　・映像による情報発信
・イラスト /デザイン　・特産品開発

就農時には、「就農準備資金・経営開始資金」を活用可能で、
原則     歳未満で新たに農業を開始した方に、
最長5年、年間最大1,500,000円の資金を交付します。

50
報酬は月額266,000円  ※2024年度
（住宅の賃貸、自動車やPCなどの活動備品、
 研修会への参加等に関わる費用などを村が負担します。）
募集要項等の詳細については、別途ご相談下さい。

協力隊募集について … お問い合わせ先  むらづくり推進課 0233-55-2111

村内の農業法人数は　  事業所と、県内トップクラス！
実際の現場で働きながら、農家の知恵や手法を
イチから学ぶことも可能です。


